
総務委員会議案説明資料 

令和８年２月２５日 

件  名 頁 

１ 第  ３４号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（選挙管理委員会事務局） 



第３４号議案説明資料
令和８年２月２５日 

件  名 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 選挙管理委員会事務局 

内  容 

改正旅費法が令和７年４月１日に施行されたことにより「足立区職員の旅

費に関する条例」が改正されたことや、国の法改正趣旨を踏まえ、本条例も

併せて改正する。 

１ 改正内容 

改正前 改正後 

（費用弁償） （費用弁償） 

第３条 選挙長等が職務のために出

張するときは、費用弁償とし

て旅費を支給する。 

第３条 選挙長等が職務のために出

張するときは、費用弁償とし

て旅費を支給する。 

２ 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、車

賃、旅行雑費及び宿泊料の５種と

し、その額は副区長相当額とする。 

２ 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航

空賃、その他の交通費、宿泊費、

包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑

費の８種とし、その額は副区長相

当額とする。 

（削除）車賃、宿泊料 

（追加）航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当 

（参考） 

その他交通費 鉄道、船舶及び航空機以外での移動（バス、タクシー等） 

宿 泊 費 宿泊先の都道府県に応じて上限付き実費支給 

包 括 宿 泊 費 交通費と宿泊費が一体となったパック旅行 

宿 泊 手 当 宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費 
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（１）主な改正内容（詳細は別紙１のとおり）

旅費の額は副区長相当額とされており、「足立区長等の給料等に関す

る条例」の改正に伴い、規定を整備する。 

ア 宿泊料の見直し

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 宿泊料 宿泊費（名称変更） 

内容 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の上限額〕 

（※１） 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の最高上限額〕 

（※２） 

選挙長等 13,300円 27,000円 

※１ 全国一律の上限額

※２ 宿泊する都道府県ごとに上限額の設定が異なる

≪例≫東京都他２府県 27,000円、福島県他２県 11,000円 

≪改正の考え方≫ 

旅費の根拠となる副区長相当額は、「国家公務員の旅費支給規程」 

中の「指定職職員等」と同基準にしている。 

イ 宿泊手当の新設

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 ― 宿泊手当（新設） 

内容 ― 

宿泊を伴う旅行に必要な諸

雑費に充てる旅費として、

定額支給する。 

選挙長等 ― 定額 2,400円（※１） 

※１ 食事付きの宿泊の場合減額支給（１泊２食付きは1/3の額、

１泊１食付きは2/3の額）

（２）施行年月日

令和８年４月１日

３ 新旧対照表 

別紙２のとおり 
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１泊２食付き　1/3の額
１泊１食付き　2/3の額

◎内国旅行◎
運賃の等級が区分された航空機により移

動するときは、最下級の運賃を支給する。
◎外国旅行◎

運賃の等級が区分された航空機により移
動するときは、最上級の運賃を支給可能と
する。ただし、運賃の等級が三以上に区分
された航空機により移動するときは最上級
の直近下位の級の運賃を支給可能とする。

改正内容 ―

　宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てる
旅費として、定額支給する。

　〔内国旅行〕

　　定額　　2,400円

船賃 船賃

名称 ― 航空賃

改正内容 ―

※食事付きの宿泊の場合減額支給

【別紙１】

現行 改正後（案）

13,300円

宿泊手当（新規）

名称 宿泊料 宿泊費（名称変更）

改正内容

名称

　上限付き実費支給とする。

―

　上限付き実費支給とする。

※都道府県ごとに上限額を設定

　〔内国旅行の上限額〕 　〔内国旅行の最高上限額〕

27,000円

改正内容

◎外国旅行◎
運賃の等級を2以上の階級に区分する場合

は最上級の旅客運賃とし、最上級の旅客運
賃を更に２以上に区分する場合は下記のと
おり。
①４以上に区分：最上級の直近下位の級の

旅客運賃
②３に区分　　：中級の旅客運賃
③２に区分　　：下級の旅客運賃

◎外国旅行◎
運賃の等級が区分された船舶により移動

するときは最上級の運賃を支給可能とす
る。

包括宿泊費（新規）

改正内容 ―

　交通費と宿泊費が一体となったパック旅
行商品代のための旅費種目を新設する。

　包括宿泊費の額は、交通費の額と宿泊基
準額の合計を上限とする。

名称 旅行雑費 旅行雑費

改正内容

　国内旅行（近接地内）では、緊急その他
やむを得ない事情により通信費を要した場
合に定額で支給する。
　国内旅行（近接地外）では、定額で支給
する。

〔国内旅行〕
　定額　　１００円

名称 ―

名称

宿
泊
費
等

　宿泊を伴わない国内旅行における緊急か
つ臨時の費用として、公務上必要な場合に
定額で支給する。
　宿泊を伴う国内旅行における旅行雑費に
あたる費用は、宿泊手当に含まれるため、
支給しない。

〔国内旅行〕
　定額　　１００円

費用弁償に関する条例の改正内容

交
通
費

名称 ― その他の交通費（新規）

改正内容 ―

　鉄道、船舶及び航空機以外での移動（路
線バス、タクシー、レンタカー等）につい
て旅費として支給する。

　内国旅行の急行料金支給の要件を廃止
し、公務上必要な場合には実績に応じて支
給する。

名称 鉄道賃 鉄道賃

改正内容
　内国旅行の急行料金は、特別急行列車を
運行する線路による旅行で片道100キロ
メートル以上の場合のみ支給する。
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選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表(案)

改正前 改正後 

○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例 ○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年３月20日条例第１号 昭和34年３月20日条例第１号 

第１条から第３条まで省略 

（費用弁償） 

第１条から第３条まで省略 

（費用弁償） 

第３条 選挙長等が職務のために出張するときは、費用弁償として旅費を支

給する。 

第３条 選挙長等が職務のために出張するときは、費用弁償として旅費を支

給する。 

２ 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、旅行雑費及び宿泊料の５種とし、

その額は副区長相当額とする。 

２ 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括

宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の８種とし、その額は副区長相当額とする。 

第４条 省略 

付 則 省略 

第４条 省略 

付 則 現行のとおり 

付 則（令和７年〇月〇日条例第〇号） 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

別紙２ 
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